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１．事業の必要性・概要 

平成 24 年５月に利根川水系の浄水場で発生したホルムアルデヒドによ

る水道の取水障害は、廃棄物に含まれていたヘキサメチレンテトラミンが

十分に処理されないまま排水として河川に放流され、浄水場で塩素と反応

することによりホルムアルデヒドが生成したものと強く推定されている。 

このように有害物質等として規制されていない物質を含む廃棄物による

生活環境への影響が懸念されているところであり、より確実な廃棄物処理

方法が求められている。 

 

 

２．事業計画（業務内容） 

有害物質として規制されていない物質を含む廃棄物に係る処理基準等の検

討調査 

 

 

３．施策の効果 

廃棄物処理法において、有害物質等として規制されていない物質を含む廃

棄物に係る処理基準等を設定し、生活環境への影響を未然に防止する。 



初年度（２５年度） 未規制物質により汚染された廃棄物の処理等に関する
実態調査（処理業者へのヒアリング等）を実施し、問題点等
を抽出

２年目（２６年度） 実態調査により抽出した問題点等について、技術的な観点
から有識者による検討を実施

３年目（２７年度） 技術的な検討の結果をもとに制度的な検討を実施

未規制物質を含む廃棄物の適正処理等調査検討事業

廃棄物処理法において、有害物質等として規制されていない物質を含む廃棄
物に係る処理基準等を設定し、生活環境への影響を未然に防止する。

目 的

検討の流れ


